
流行初期医療確保措置に要する費用の試算方法について

【１医療機関あたりの減収額①（入院医療機関、外来減収分含む）】

(１)社会保障審議会医療保険部会（2022年9月8日開催）における令和２年度前期の病床数上位500病院の減収額報告

4月：▲1.1億円（＝555／500）、5月：▲1.9億円、６月：▲0.5億円

(２)新型コロナウイルス感染拡大による病院経営状況の調査（日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会）

①(病棟閉鎖あり)
4月：▲1.2億円（＝(584,789ｰ501,062千円)＋(278,615ｰ241,438千円)）、5月：▲1.9億円、６月：▲0.8億円

②(病棟閉鎖なし）
4月：▲1.0億円、5月：▲1.5億円、６月：▲0.5億円

※ 令和2年度前期においては、特定の病院においてコロナ患者対応が集中していた点にも留意が必要

【１医療機関あたりの減収額②（一般診療所、外来減収のみ）】

(３)医療経済実態調査報告

令和2年度の減収額7,125千円×（3/12月）▲1,781千円

例えば、確保措置の協定締結医療機関(入院)が20医療機関、同(外来)150医療機関、確保措置の期間が3ヶ月の場合

（１） （1.1＋1.9＋0.5）×20 ＝ 70億円(うち都道府県負担分1/8 8.8億円）
（２）①（1.2＋1.9＋0.8）×20 ＝ 78億円( 〃 9.8億円) 入院対応医療機関7.5～9.8億円
（２）②（1.0＋1.5＋0.5）×20 ＝ 60億円( 〃 7.5億円)
（３） （ 1,781千円 ）×150 ＝2.7億円( 〃 0.3億円) 外来対応医療機関0.3億円
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【入院】R4.9.8 社会保障審議会医療保険部会資料
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【入院】 R2.8.6 新型コロナウイルス感染拡大による病院経営状況の調査(日本病院会､全日本病院協会､日本医療法人協会)

【病棟閉鎖ありの場合の減収額】(４～６月累計)

●入院診療収益
2019年（Ａ）： 1,830,934千円
2020年（Ｂ）： 1,533,091千円

▲297,843千円･･･①

●外来診療収益
2019年（Ａ）： 864,984千円
2020年（Ｂ）： 768,800千円

▲96,184千円･･･②

●減収額合計（3ヶ月）▲394,027千円(①＋②)

【病棟閉鎖なしの場合の減収額】(４～６月累計)

●入院診療収益
2019年（Ａ）： 1,922,653千円
2020年（Ｂ）： 1,697,241千円

▲225,412千円･･･①

●外来診療収益
2019年（Ａ）： 885,903千円
2020年（Ｂ）： 809,049千円

▲76,854千円･･･②

●減収額合計（3ヶ月）▲302,266千円(①＋②)
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【外来】医療経済実態調査報告（令和３年実施） 令和３年11月中央社会保険医療協議会
令和２年度

令和元年度

【診療所の減収額（試算①）】

外来診療収益
Ａ：令和元年度 135,234千円
Ｂ：令和２年度 128,109千円

Ｂ－Ａ = ▲7,125千円（年額）

減収額
▲7,125千円×（3/12月）

＝ ▲1,781千円
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